
 

 

 

 

 

 

 

蕨市子育て世帯訪問支援事業業務委託事業者選定要領 
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１ 目的 

家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦又はヤングケアラー

等がいる家庭の家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目

的に「子育て世帯訪問支援事業」を実施するため、家庭が抱える不安又は悩みの傾聴及び

家事・育児等の支援を実施する業務委託事業者の選定を行うものとする。 

 

２ 業務内容等 

（１） 業務名称 

蕨市子育て世帯訪問支援事業業務委託 

（２） 業務の仕様 

     「蕨市子育て世帯訪問支援事業業務委託仕様書」参照 

（３） 履行期間 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  

３ 参加資格要件 

次の（１）～（５）すべてを満たすこと。 

（１） 別紙仕様書に基づき適切な運営を行うことができる法人であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てまたは

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てまたは破

産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされていな

いこと。 

（４） 蕨市暴力団排除条例（平成２４年蕨市条例第２１号）第２条第１号に規定する暴力

団または法人であってその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれ

らに準ずるものをいう。）のうちに暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員

をいう。）である者でないこと。 

（５） 国税および地方税を滞納していないこと。 

 

４ 参加方法 

  令和８年２月１８日（水）午後３時までに、担当課に事前連絡し、来所日時を調整の上, 

提出書類を直接持参するものとし、その際にヒアリングを実施する。 

  ただし、直接持参が困難な場合は、提出書類を電子メール又は郵送で送付の上、電話に 

よるヒアリングを実施するものとする。 

 

 

 

 



５ 提出書類 

（１） 参加申請書(様式第１号) 

（２） 法人概要書(様式第２号)  

添付書類 

① 法人のパンフレット等の資料 

② 決算書（昨年度分） 

③ 納税証明書の写し(法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民

税、消費税及び地方消費税の納税証明書の写し) 

（３） 事業計画書(様式第３号) 

 

６ 審査 

（１） 審査にあたっては、これまでの事業実績、安定的な運営の見込み、提出書類の内容

等により総合的に審査を行う。 

（２） 書類提出後に辞退する場合は、担当課にその旨連絡し、辞退届（様式任意）を提出

すること。 

（３） 提出書類の審査の結果は書面により参加者に通知する。 

 

７ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。また、契約締結までの間に次のいずれかに

該当した場合又は該当していることが判明した場合は、その者とは契約を締結しない。 

（１） 参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２） 提出期限までに書類が提出されない場合 

（３） 提出書類に不備がある場合 

（４） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（５） 著しく信義に反する行為があった場合 

（６） 契約を履行することが困難と認められる場合 

（７） 参加に際して不正行為があった場合 

 

８ その他 

（１） 提出書類は審査結果に関わらず返却しない。ただし、不採用となった場合には本市

で定めた保存年限終了後、本市の責任において処分するものとし、本業務以外に使

用しない。 

（２） 提出書類の作成等、参加に要する費用はすべて参加者の負担とする。 

 

９ 担当課（提出先） 

〒335-8501埼玉県蕨市中央５丁目１４番１５号       

蕨市子ども未来課子育て相談係（市役所２階） 

電話：０４８－４３１－３４４９（直通）  


